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規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
九
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
の
表
３
の
項
及
び
５
の
項
中

｢

す
べ
て｣

を

｢

全
て｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

所
管
又
は｣

を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中｢

準
用
す
る｣

を｢

、

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
四
条
第
二
項
の

規
定
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
専
決
処
理
さ
せ
る
場

合
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
専
決
処
理
さ
せ
る
と
き
は
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中｢

部
長｣

と
あ
る
の
は｢

公
所
長｣

と
、｢

公
所
長｣

と
あ
る
の
は

｢

准
公
所
長｣

と
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
専
決
処

理
さ
せ
る
と
き
は
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二

十
四
条
第
二
項
中｢

部
長｣

と
あ
る
の
は｢

ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
所
長
及
び
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長｣

と
、｢

公
所
長｣

と
あ
る
の
は｢

准
公
所
長｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
所
長
及
び
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
属
の
准
公
所
長
に
専
決
処
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

准
公
所
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
又
は
事
業
に
係
る
歳
入
を
徴
収
し
、
及
び
当
該
歳
入
に
係
る
債

権
を
管
理
す
る
こ
と
。

二

一
件
の
金
額
が
百
万
円
未
満
の
も
の(

除
雪
事
業
の
委
託
、
准
公
所
長
が
管
理
す
る
庁
舎
、
施

設
等
の
維
持
管
理
の
委
託
及
び
工
事
に
あ
つ
て
は
、
金
額
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
も
の
と
す
る
。)

に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と(

入
札
参
加
資
格
の
設
定
等
を
し
、
予
定
価
格
を
決
定
し
、
入
札

保
証
金
の
徴
収
等
又
は
契
約
保
証
金
の
徴
収
等
を
し
、
及
び
履
行
期
限
の
延
期
を
承
認
す
る
こ
と

並
び
に
当
該
契
約
の
変
更
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
含
む
。)

及
び
当
該
契
約
を
解
除

す
る
こ
と
。

三

報
酬
、
賃
金
、
報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費(

電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
使
用
料
に
限
る
。)

、
役

務
費(

電
信
電
話
料
に
限
る
。)

及
び
公
課
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
を
行
う
こ
と
並
び
に
支
出

を
命
令
す
る
こ
と
。

四

第
二
号
の
契
約
に
係
る
も
の
で
一
件
の
金
額
が
百
万
円
未
満
の
支
出
を
命
令
す
る
こ
と
。

五

准
公
所
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
物
品
の
管
理
及
び
処
分(

管
理
換
え
、
交
換
、
譲
与

又
は
貸
付
け
を
除
く
。)

を
す
る
こ
と
。

第
七
十
四
条
第
一
項
中｢

あ
ら
か
じ
め｣

の
下
に｢

、
一
件
の
金
額
が
百
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長
に
、
百
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は｣

を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

試
験
研
究
、
調
査
等
の
委
託
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
を
締

結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

附
則
第
四
項
か
ら
附
則
第
七
項
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
一
中｢

福
島
県
水
産
試
験
場

を｢

福
島
県
水
産
試
験
場｣

に
、｢

福
島
県
会
津
自
然

福
島
県
水
産
種
苗
研
究
所｣

福
島
県
相
馬
海
浜

の
家

を｢

福
島
県
会
津
自
然
の
家｣

に
改
め
る
。

自
然
の
家｣

別
表
第
六
総
務
部
の
項
中｢

財
産
管
理
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員｣

を｢

財施

産
管
理
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員

に
改
め
る
。

設
管
理
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員｣

別
表
第
七
の
表
福
島
県
水
産
種
苗
研
究
所
の
項
及
び
福
島
県
相
馬
海
浜
自
然
の
家
の
項
を
削
る
。

別
表
第
八
の
表
福
島
県
立
あ
ぶ
く
ま
養
護
学
校
安
積
分
校
の
項
中｢

物
品
取
扱
員｣

を｢

現
金
取
扱

員
及
び
物
品
取
扱
員｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
号
様
式(

そ
の
三)

を
削
り
、
同
様
式(

そ
の
四)

を
同
様
式(

そ
の
三)

と
す
る
。

第
五
十
四
号
様
式(

そ
の
七)

及
び(

そ
の
八)

を
削
る
。

第
八
十
三
号
様
式(

そ
の
一)

注
中｢又

は
飼
料
｣

を｢､
飼
料
又
は
医
薬
品
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
二
号
様
式
、
第
五
十

四
号
様
式
及
び
第
八
十
三
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

平成24年３月27日 火曜日 福 島 県 報 号外第16号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)
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